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１．はじめに
二輪車は，カーブ走行時に車体と一緒に前照灯

が傾くため，進行方向の路面への前照灯の照射範
囲が狭くなる傾向があるが，前照灯の傾き（以下，
「バンク角」という）を補正してカットオフライン
を水平に保つことにより，視認性の向上が期待で
きる．「二輪車AFSの視認性に関する研究」１）では，
前照灯バンク角を補正することにより，カーブ走
行時の視認性が向上することがわかった．また，
前照灯バンク角を補正する場合には，バンク補正
角が車体の傾きに近いほうが視認性向上効果が大
きいこと，およびカットオフラインを水平に保つ
機構を持つ前照灯（以下，「AFS前照灯」という）
の視認性向上効果が最も大きいことがわかった．
一方，二輪車前照灯のバンク角補正による対向

車ドライバに与える眩しさ（不快グレア，以下，
「グレア」という）についても検討しておく必要
がある．
そこで，本研究では，二輪車用AFSの基準を策

定するために必要な検討資料を得ることを目標と
して，二輪車前照灯のバンク角補正による対向車
ドライバに与えるグレアへの影響について検討す
ることとした．

２．二輪車前照灯のバンク角補正によるグレアへ
の影響に関するシミュレーション評価

2. 1 目的
バンク角補正前照灯，AFS前照灯および従来型

前照灯が対向車ドライバに与えるグレアをシミュ
レーションにより比較する．

2. 2 方法
対向車ドライバの目の位置（以下，「アイポイ

ント」という）が二輪車前照灯のカットオフライ
ンより下方に位置する場合（すなわち前照灯の比
較的強い照射光がアイポイントに到達している場
合）には対向車ドライバにグレアを与えると定義
して，二輪車前照灯が対向車ドライバにグレアを
与える範囲を求めた．
計算に必要な入力データ（二輪車前照灯のバン

ク角および照射方向）は，「二輪車AFSの視認性に
関する研究」１）に基づいた．
１車線の幅は，3.5mとした．対向車ドライバの

アイポイントは，対向車線の中央部を走行する乗
用車の標準的なアイポイント位置（センターライ
ンから1.35m外側，地上高1.1m）とした．二輪車前
照灯からアイポイントまでの距離は，二輪車の走
行車線の中央部における距離で表示した（Fig. 1）．
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計算範囲は，二輪車前照灯からアイポイントま
での距離が30mから，１/４円弧に達するまでの範
囲もしくは100mまでの範囲とした．すなわち，旋
回半径30mでは30m～47m（１/４円弧に達する距
離）の範囲，旋回半径50mでは30m～78m（１/４
円弧に達する距離）の範囲，旋回半径70mおよび
100mでは30m～100mの範囲を計算対象とした．

2. 3 結果
二輪車前照灯のバンク角補正によるグレアへの

影響に関するシミュレーション結果を，Table 1に
示す．ここでは，対向車ドライバのアイポイント
が二輪車前照灯カットオフラインより下方に位置
する範囲を求めた．
二輪車前照灯のバンク補正角が車体のバンク角

より小さい場合は対地角度が－を示し，車体のバ
ンク角相当の場合（カットオフラインが地面と水
平）は対地角度が０度を示し，車体のバンク角を
超える場合は対地角度が＋を示す（以下，同様）．
前照灯バンク補正角０度（対地角度が－），前

照灯バンク補正角7.5度（対地角度が－）および
AFS前照灯（対地角度が０度）では，すべての条
件で対向車ドライバのアイポイントが二輪車前照
灯のカットオフラインより上方に位置する．
前照灯バンク補正角15度では，二輪車のバンク

角相当分を超える補正をした場合（対地角度が＋）
には，対向車ドライバのアイポイントが二輪車前
照灯のカットオフラインより下方に位置する範囲
がある．
前照灯バンク角22.5度（対地角度が＋）では，

すべての条件で対向車ドライバのアイポイントが
二輪車前照灯のカットオフラインより下方に位置
する範囲がある．
したがって，二輪車前照灯のバンク角を補正す

る際に，車体のバンク角相当分までの補正をした
場合には対向車ドライバにグレアを与えないが，
車体のバンク角相当分を超える補正をした場合に
は対向車ドライバにグレアを与えるといえる．

３．二輪車前照灯のバンク角補正によるグレアへ
の影響に関する実車評価

3. 1 目的
二輪車がカーブを走行する場面において，バン

ク角を補正した前照灯，AFS前照灯および従来型
前照灯が対向車ドライバに与えるグレアをフィー
リング評価により検討する．
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Fig. １　Driving course and eyepoint location of oncominng
car driver

Table 1 Simulation of glare for headlamp bank angle
compensation（Range where driver eyepoints are
below cut-of line）
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3. 2 方法
3. 2. 1 試験車
250ccクラスの二輪車２台，400ccクラスの二輪

車２台および1,200ccクラスの二輪車１台，計５台
を使用した．

3. 2. 2 前照灯
試験対象とした前照灯条件は，以下の５条件．
・バンク補正角０度：二輪車用ハロゲン前照灯の
左側通行用すれ違いビーム（水平なカットライ
ンを持つ対称パターン配光）を試験対象とした．
・バンク補正角7.5度，15度，22.5度：バンク補正
角０度相当の前照灯を，カットオフラインの左
側をバンク補正角相当分上げて装着．
・AFS前照灯：国内の二輪車メーカA社によって
試作された，車体が傾いても前照灯の傾き（バ
ンク角）を補正してカットオフラインを水平に
保つ機構を持つ前照灯．
前照灯高さは，いずれも地上高850mm．

3. 2. 3 走行コース
自動車安全運転センター 安全運転中央研修所の
中速周回路において，カーブ走行時に二輪車前照
灯が対向車ドライバに与えるグレアについて検討
した．走行コースは，以下のとおり．
片側１車線（１車線の幅が3.75m），曲率半径

180mの右カーブを二輪車が走行するコースを設定
した．

3. 2. 4 評価方法
静止した乗用車の運転席に乗車した被験者に，

対向車線を走行してくる二輪車の前照灯のグレア
を評価させた．評価にあたっては，視線を乗用車
の進行方向に向けるように教示した．観察区間は，
乗用車の前方100mから30mの範囲．二輪車のカー
ブ走行時の走行速度は，60km/hとした．

3. 2. 5 グレアの評価尺度
グレアの評価にあたっては，ドボーの９点尺度

を用いた．評価値が５以上であれば，グレアが許
容範囲内とみなす．

【グレアの評価尺度】
９　眩しさを感じない　
８
７　眩しさを十分許容できる
６
５　眩しさの許容限界
４
３　運転の邪魔になる眩しさ
２
１　耐えられない眩しさ

3. 2. 6 被験者
灯火器の専門家８名．

3. 3 結果
各実験条件とも，全被験者が回答した評価値の

平均値を求めて代表値とした．
二輪車前照灯のグレア評価をFig. 2に示す．前照
灯バンク角を補正しない条件（バンク補正角０度）
における評価値と，前照灯バンク角を補正した条
件における評価値との間に有意差がある場合に
は，「＊＊」（p＜0.01）で表示した．

バンク補正角０度の前照灯に対するグレア評価
よりも，バンク補正角7.5度，15度および22.5度の
前照灯に対するグレア評価のほうが低く（より眩
しいと評価される．いずれも有意差あり），バン
ク補正角が大きいほどグレア評価が低い．
バンク補正角が０度，7.5度の前照灯およびAFS

前照灯は，グレア評価が許容範囲内（評価値が５
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Fig. 2 Glare evaluation for bank angle compensation of
motorcycle headlamp
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以上）であるが，バンク補正角が15度および22.5
度の前照灯は，グレア評価が許容範囲外（評価値
が５未満）である．今回の走行条件（曲率半径
180mのカーブを60km/hで走行）における車体のバ
ンク角は13度前後であると推定されることから１），
バンク補正角が15度および22.5度の前照灯につい
ては，車体のバンク角相当分を超える補正をした
ことになる（対地角度が＋）．
したがって，カーブ走行時に二輪車前照灯のバ

ンク角を補正する際に，車体のバンク角相当分ま
での補正をした場合には対向車ドライバに与える
グレアが許容範囲内であるが，車体のバンク角を
超える補正をした場合には，対向車ドライバに与
えるグレアが許容範囲外になる可能性が高いとい
える．

４．まとめ
「二輪車AFSの視認性に関する研究」１）における

「二輪車AFSの視認性に関するシミュレーション評
価」，および本報告の２章「二輪車AFSのグレアに
関するシミュレーション評価」で得られた結果を
まとめて，Table 2に示した．
視認性に関する評価については，前照灯カット

オフラインが走行車線内側ライン上において40m
以上前方に到達する場合には，カーブ走行時の視
認性が許容範囲内であるとみなした．グレアに関
する評価については，対向車ドライバのアイポイ
ントが前照灯カットオフラインより上方にある場
合には，対向車ドライバにグレアを与えないとみ
なした．総合評価については，カーブ走行時の視
認性が許容範囲内であり，かつ対向車ドライバに
グレアを与えない場合に許容範囲内であるとみな
した．
二輪車AFSの視認性およびグレアに関する研究

結果のまとめは，以下のとおり．
（１）二輪車AFSの視認性に関するシミュレーショ

ン評価の結果，カーブ走行時において前照灯
バンク角を補正することにより前照灯の視認
性が向上することがわかった．前照灯のバン
ク角を車体のバンク角相当分補正する場合
（AFS前照灯：対地角度が０度），もしくは車
体のバンク角相当分を超えて補正をする場合
（対地角度が＋）には，カーブ走行時におけ

る二輪車前照灯の視認性が許容範囲内である
ことがわかった．

（２）二輪車AFSのグレアに関するシミュレーショ
ン評価の結果，カーブ走行時において，前照
灯のバンク角を車体のバンク角相当分までの
範囲で補正をする場合（対地角度が－もしく
は０度）には対向車ドライバにグレアを与え
ないが，車体のバンク角相当分を超えて補正
をする場合（対地角度が＋）にはグレアを与
えることがわかった．

（３）二輪車AFSの視認性およびグレアについて総
合的に検討した結果，カーブ走行時において
二輪車前照灯のバンク角を補正する場合に
は，補正角度は車体のバンク角に近似し，か
つ車体のバンク角相当分を超えないことが適
切であることがわかった．

５．二輪車AFSの要件
本研究で得られた結果を基に，二輪車AFSの要

件として，以下を提案する．
「カーブ走行時において二輪車前灯のバンク角を
補正する場合，補正角度は車体のバンク角に近似
し，かつ車体のバンク角相当分を超えないこと」．
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Table 2 Summary of simulation results for visibi l i ty
evaluation, glare evaluation and synthetic
evaluation
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